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区 分 概   要 

１．個別検討事項  ドキュメント通関対象貨物の輸出入通関申告について、ＮＡＣＣＳを利用して電子的に 
行うことを可能とすることを検討する。 
 

２．対象貨物 ＮＡＣＣＳにおいて利用可能な輸出入通関申告について、以下の対象貨物を新たに追加するこ
とを検討する。 
・航空貨物として輸入される、課税価格の合計が１万円以下の書類（ドキュメント） 
・航空貨物として輸出される、申告価格が20万円以下の書類（ドキュメント） 
 

３．現状の問題点 ・ドキュメント通関対象貨物は、マニュアル申告となるため、利用者が税関に赴く必要が 
 あり書類等に不備があった場合、その都度手作業による訂正・差替えが生じるため利用者 
 の負担となっている。 
・ペーパーレス化の妨げの一つとなっている。 
 

４．次期仕様 上記２．に掲げる手続きについて、ＮＡＣＣＳにおける申告対象貨物として追加する方向で検
討を行う。 
 

ドキュメント通関対象貨物について、ＮＡＣＣＳの利用による電子的な通関を可能とする。 

１．ドキュメント通関（輸出入）のシステム化の概要 



申告書等 
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＜申告者＞ ＜税関＞ 

２．ドキュメント通関（輸出入）の現状 
＜現状＞ 
 現状、１万円以下の書類（ドキュメント）の輸入通関については、任意の輸入申告書にマニフェストを
添付し、複数ＨＡＷＢの貨物について一括で輸入申告を行うことを認めている。このため、複数ＨＡＷＢ
をまとめたＭＡＷＢ単位毎にマニュアルによる輸入申告を行っている。輸出通関においても、簡易輸出申
告として、20万円以下の書類（ドキュメント）については、マニュアルによる複数ＨＡＷＢの一括申告を
認めている。 

【輸入の場合】 
  輸入申告書（原本、許可書用）及びマニフェスト一覧表 
【輸出の場合】 
  輸出申告書（原本、許可書用）及びＨＡＷＢごとに必要事項 
 が記載された書類 

受理・審査 申告書にマニフェスト、インボイス等を添付して提出 

ドキュメント 
輸出入申告許可 

ドキュメント 
輸出入申告 

原本と許可書用を許可印で割印し、許可書用に許可印を押印後交付 許可書交付 
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３．第６次ＮＡＣＣＳにおける対応 

 ドキュメント通関貨物における輸出入通関申告をＮＡＣＣＳで実現させることについて、 
改めて利用者の利便性等を考慮し検討した結果、当該申告は全輸出入申告の１％程度であり 
個別業務としてシステム開発を行ったとしても、十分な利用は見込まれず、費用対効果が 
得られない可能性があることから個別業務によるシステム化の対応は実施しないこととする。 

 第６次ＮＡＣＣＳでは、ドキュメント通関の個別業務によるシステム化は実施せず、汎用
申請業務の対象として追加を行うことにより対応する。 
 なお、これにより、ペーパーレス化が可能となる。 

 検 討 

 第６次ＮＡＣＣＳにおける対応（案） 
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